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令和３年３月25日 議会運営委員会 議事録 

９時27分 開会 

 

○出席委員 （６人）    委 員 長 児玉 朋也    副委員長 和田 芳弘    委 員 北地 範久、西村 一啓、網谷 芳孝、日域 究    議  長 細川 雅子    副 議 長 寺岡 公章 
○欠席委員 なし  
○児玉委員長 おはようございます。 

  定足数に達しておりますので、ただいまから議会運営委員会を開会いたします。 

  市長さんがお見えですので、最初に御挨拶をお願いいたします。 

  市長。 

○入山市長 議会運営委員会、開催ありがとうございます。よろしくお願い申し上げます。 

○児玉委員長 それでは、議事日程にしたがいまして、議事を進めてまいりたいと思います。 

  日程１、議案の取り扱いについてを議題といたします。 

  執行部から、議案その３の概要について説明をお願いします。 

  総務部長。 

○中村総務部長 おはようございます。 

  それでは、令和３年３月大竹市議会定例会、議案（その３）の概要について御説明をさ

せていただきます。 

  初めに、議案第33号、職員の特殊勤務手当に関する条例及び大竹市国民健康保険条例の

一部改正についてでございます。 

  改正の理由でございます。新型コロナウイルス等対策特別措置法等の一部を改正する法

律の施行に伴い、関係する条例の一部を改正するものでございます。 

  改正の主な内容でございますが、法による新型コロナウイルス感染症の位置づけが指定

感染症から、新型インフルエンザ感染症等に変更されたことに伴いまして、職員の特殊勤

務手当に関する条例及び大竹市国民健康保険条例について、新型コロナウイルス感染症の

定義に関する規定を改正するというものでございます。 

  施行期日は、公布の日となってございます。 

  続きまして、議案第34号、大竹市総合市民会館条例の一部を改正する条例の一部改正に

ついてでございます。 

  改正の理由でございます。令和２年12月定例会におきまして、議決を受けた議案第90

号、大竹市総合市民会館条例の一部改正について、この中の改正規定中の一部表記に誤り

がございました。誠に申し訳ございませんでした。こちらの条例の一部を改正する条

例、令和３年４月１日施行の予定でございますが、これを改めて改正するというものでご
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ざいます。 

  改正の主な内容でございますが、中央公民館の集会議室の使用料、こちらが誤って880

円になっておりましたものを、正規の値段660円に改めるというものでございます。 

  こちら施行期日は、公布の日としてございます。 

  続きまして、議案第35号、財産の取得について（（仮称）おがたこども園厨房機器一

式）でございます。 

  議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または、処分に関する条例第３条の規定によ

り、次のとおり財産の取得をすることについて、市議会の議決を求めるものでございます。 

  財産は、（仮称）おがたこども園厨房機器一式でございます。取得価格は2,382万6,000

円でございます。相手方は株式会社中西製作所中四国支店でございます。 

  ３月15日に入札を実施いたしまして、３月17日に仮契約となってございます。予定価格

が2,000万円以上ということで、議会の議決を求めるものでございます。 

  続きまして、議案第36号、令和２年度大竹市一般会計補正予算（第16号）でございます。 

  こちら補正予算額、２億8,346万8,000円を補正いたしまして、予算総額を223億3,978万

円とするものでございます。 

  歳出でございますけれども、予防接種推進事業といたしまして100万円、それから一度

実施しておりますけれども、クーポン券発行事業２億8,246万8,000円、こちらを組んでお

ります。こちらのクーポン券発行事業でございますが、前回と同様の規模を想定をしてお

りまして、６月から８月ぐらいの３カ月、こちらを実施することを予定しております。 

  そして、生活支援、経済支援、中小企業支援といった目的を持って取り組もうというも

のでございます。 

  こちらに対しまして、歳入といたしまして、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保

事業費国庫補助金3,485万円、それから新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付

金１億2,823万9,000円、それから財政調整基金繰入金として、１億2,037万9,000円を組む

ものでございます。 

  それから、繰越明許費の補正を行っております。追加といたしまして、第２款総務

費、業務用パソコン設定事業として242万円、こちらの機器を入れ替えをするところでご

ざいますけれども、機器の納入が遅れたために、設定のほうがまだできておりません。年

度内の事業の完了が難しくなったということで、その部分の繰り越しをするものでござい

ます。 

  それから、第７款商工費、先ほど説明いたしましたクーポン券発行事業、こちらについ

ては全額繰り越しをするものでございます。 

  それから、変更といたしまして第４款衛生費、新型コロナウイルス感染症対策事業、こ

ちらにつきまして、補正前の２億496万7,000円から２億676万5,000円に変更するというも

のでございます。 

  続きまして、議案第37号、令和２年度大竹市介護保険特別会計補正予算（第３号）でご

ざいます。 

  こちら繰越明許費の補正でございます。第１款総務費、介護保険システム改修事業162
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万6,000円を追加するものでございます。こちら12月定例会に補正第２号として計上いた

しまして報酬改訂に対応するためのシステム改修でございますけれども、国から示される

パッケージの一部遅れのため、その影響を受けまして、年度内の完了が困難となったもの

でございます。 

  以上、５議案が議案その３の概要でございます。議案の取り扱いについて、よろしく御

審議賜りますようよろしくお願いします。 

○児玉委員長 ありがとうございました。ただいま執行部から議案の概要について説明がご

ざいましたが、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○児玉委員長 それでは、取り扱いについて、事務局の説明をお願いいたします。 

  局長。 

○田中議会事務局長 議案の取り扱いについて、事務局案を御説明申し上げます。 

  議案第33号でございますが、後ほど開かれます本会議におきまして上程後、提案理由の

説明を受け、総務文教委員会へ付託と考えております。 

  次に、議案第34号でございますが、同じく本会議におきまして上程後、提案理由の説明

を受け、総務文教委員会へ付託と考えております。 

  次に、議案第35号でございますが、同じく本会議におきまして上程後、提案理由の説明

を受け、生活環境委員会へ付託と考えております。 

  続きまして、議案第36号及び議案第37号でございますが、本会議におきまして一括上程

後、提案理由の説明を受け、議案第36号は総務文教委員会へ、議案第37号は生活環境委員

会へ付託と考えております。 

  以上でございます。 

○児玉委員長 ただいま事務局から、議案の取り扱いの説明がございましたが、質疑はござ

いませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○児玉委員長 質疑はないようです。 

  それでは、お諮りいたします。 

  本件の取り扱いについて、事務局案のとおり決して御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○児玉委員長 御異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

  続きまして、日程２、会議の開催についてを議題といたします。事務局の説明をお願い

します。 

  局長。 

○田中議会事務局長 ただいま取り扱いを決定していただきました議案第33号、議案第34

号、議案第36号を審査するための総務文教委員会を、また、議案第35号、議案第37号を審

査するための生活環境委員会を本日の本会議の休憩中に開催と考えております。 

  委員会審査終了後、直ちに委員長報告の作成を行いますが、委員長報告作成に一定の時

間が必要と見込まれます。なお、議会運営委員会の開催の申し出を受けておりますの
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で、生活環境委員会の終了後、議会運営委員会を開催し、その後、両常任委員長報告が作

成され次第、本会議を再開、といった会議の流れを考えております。 

  また、本会議の終了後、議員全員協議会の開催について執行部より申し入れを受けてお

ります。 

  以上でございます。 

○児玉委員長 ただいま事務局からの説明がございましたが、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○児玉委員長 質疑はないようです。 

  それでは、お諮りいたします。 

  本日、本会議休憩中に総務文教委員会を、その終了後、生活環境委員会を開催、その終

了後、議会運営委員会を開催し、両常任委員長報告の作成が完了いたしましたら、本会議

を再開し、本会議終了後に、議員全員協議会を開催するということで御異議ございません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○児玉委員長 御異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

  続いて、日程３、議案の提出についてを議題といたします。 

  事務局から説明をお願いします。 

  局長。 

○田中議会事務局長 それでは、御説明いたします。 

  提出議案は、大竹市議会基本条例の一部改正についてでございます。 

  ３月９日の本会議で、大竹市まちづくり基本構想の策定についてが議決されたことを受

けまして、大竹市議会基本条例第７条の記載事項（５）大竹市総合計画と記載のある部分

を大竹市まちづくり基本構想に改めるものでございます。 

  施行期日でございますが、公布の日からとなっております。 

  あわせて、本件の取り扱いについても、事務局案を御説明させていただきます。 

  本件につきましては、議会運営委員会からの提出ということで考えております。したが

いまして、提出者は議会運営委員会の委員長名ということになろうかと思います。 

  本件は、議案第38号といたしまして、後ほど開かれます本会議におきまして上程後、提

案理由の説明を受け、即決ということで考えております。 

  以上でございます。 

○児玉委員長 ただいま事務局から説明がございましたが、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○児玉委員長 質疑はないようです。 

  それでは、お諮りいたします。 

  本件の取り扱いについて、事務局案のとおり決して御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○児玉委員長 御異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

  以上で、本日予定されていた日程は全て終了いたしました。 
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  以上で、議会運営委員会を閉会いたします。 

 

９時39分 閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


